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（  ）年（  ）組（   ）番 氏名（           ） 
 

１ はじめに 

本校では、三次市教育委員会から配備された iPad を授業や自宅学習等で使用します。iPad の導入

は、学習効果をより高めるとともに、みなさんが社会で活躍するために必要な能力を身に付けること

を目的としています。一方で、使い方を誤れば、トラブルに巻き込まれたり、人を傷つけたり、犯罪

になってしまう恐れがあります。下記の使用上のルールや制限事項についてよく理解し、正しく利用

して日々の学習を充実させましょう。なお、インターネットへのアクセス等の記録は、全て三次市教

育委員会に残ります。インターネットへのアクセス、発信等は責任をもって行ってください。 

 

２ iPad使用上のルール 

(1) iPad は学校の備品であるため、貴重品の一つであるという自覚を持ち、破損・紛失しないよう

管理を徹底すること。なお、破損・紛失などのトラブルが発生した場合は、速やかに担任等に報

告すること。 

(2) 授業時は、先生の指示のもとで使用すること。授業で指示されていないアプリの起動やインタ

ーネット検索を行わないこと。また、先生の許可なく、授業以外の時間に使用しないこと。 

 (3) 先生の許可なく、iPadで写真・動画の撮影をしたり「Air Drop」でデータのやり取りをしたり

しないこと。また、iPadで作成または撮影・録音したデータ等を他（掲示板や SNS等）に公開し

ないこと。 

(4) フィルタリングを設定していますが、有害サイト（アダルトサイト、出会い系サイト等）や、画

面に表示される広告等にアクセスしないこと。また、フィルタリングを外さないこと。インター

ネットは２２：００以降は使用できません。 

(5) iPadの貸し借りをしないこと。また、他人の iPadを無断で使用しないこと。 

(6) 学校が行っている設定を無断で変更しないこと（例：パスワード，ホーム画面等）。 

(7) 他人のアカウントの不正利用、他人の悪口，写真，動画などの SNS への投稿、学校内外での写

真や動画の撮影などをしないこと。 

 

３ iPadの管理についての注意点 

 (1) 担当教科の先生の指示に従って使用すること。充電が必要な場合は、タブレット保管庫を利用

すること。 

 (2) 原則、毎日持ち帰ります。下記(3)，(4)，(5)について気をつけること。 

 (3) iPadが雨や飲み物等で濡れて故障しないように注意すること。 

(4) iPadの上に重たいものを置いたり、iPadに強い衝撃を与えたりしないように注意すること。 

 (5) 故意または過失による iPad，iPadケース，タッチペン，フィルム，充電器の故障・紛失につい

ては、保険等の適用がありません。生徒（保護者）に負担して（実費を徴収させて）いただくこと

があります。 



 

４ 通信回線について 

(1) 学校内での Wi-Fiの使用 

学校内の Wi-Fiは、特別な設定をすることなく接続ができます。その他の Wi-Fiに使用する場合

は、教員の指示に従ってください。 

 (2) 学校外での Wi-Fiの使用 

   家庭内に Wi-Fi環境がある場合、その Wi-Fiに接続することができます。接続や使用するデータ

量等、家庭内での利用ルールについては、保護者と相談すること。使用するデータ量に気をつけて

使用すること。暗号化されていない通信方式で接続した場合、パスワードや通信内容を第三者に勝

手に使用され、悪用される可能性があります。設置者が分からない無線 LAN にはつながないこと。 

 

５ Google Workspaceの活用について 

 生徒一人一人に Googleアカウントを割り振り、Google の提供するオンラインアプリケーションであ

る「Google Workspace」を学習の中で活用します。 

(1) Classroomの活用 

Google Workspaceの「Classroom」では、課題の提出や写真やファイルのアップロードができま

す。また、家庭学習や授業、部活動等の様々な学習活動について、先生に質問することができます。 

(2) Googleドライブへの保存 

「Googleドライブ」には、無制限でデータを保存することができます。授業で使用するデータや

成果物は「Googleドライブ」に保存します。この方法で、iPadが破損したときなどに、データを守

ることができます。保存したデータを他人が閲覧することはできません。学校管理者のみ、だれが

どのようなデータを保存しているかを確認することができます。ただし、データを保存するときは、

次の２点について必ず守ること。 

  ・ 授業で指示があった内容以外のものはアップロードしないこと。 

  ・ 個人の顔が写っているもの、個人の名前・住所等、個人情報が含まれるものはアップロードし

ないこと。 

(3) パスワードの管理 

   パスワードを第三者に知られると、アカウントを乗っ取られ、データを消去される・盗まれるな

どの被害に遭う危険性があります。パスワードは十分に注意して管理すること。また、アカウント

やパスワードを忘れることがないよう、人の目に触れることがない場所にメモをするなど工夫し

ましょう。 

 

６ iPadの不適切な使用があった場合 

 この「iPad使用ガイドライン」を守って使用していないなど、不適切な使用であると判断する場

合、保護者と連携し、特別な指導を行います。また、iPadの使用ができなくなることもあります。

iPadが配備された目的を踏まえて使用してください。なお、iPadに関して何か不明なことやトラブル

の恐れがある場合は、速やかに先生に相談してください。 

 

このガイドラインの内容は必要に応じて改訂します。 

 

令和７年５月策定 


